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はじめに

 本稿は、韓国において個人情報の保護がどう考

えられ、保護策がどう講じられ、またどのような

課題が論じられているか、電子住民カードや教育

行政情報システムなどの具体的事例を交えつつ紹

介するものである。

 この作業は、日本における個人情報保護のあり

方を検討するためにも有意義であろう。なぜなら

第一に韓日両社会とも経済のボーダーレス化に加

速されながら情報のハードとソフトの整備を推進

しており、そこで個人情報をいかに侵害から保護

するかという課題を共有する。第二にこの課題を、

伝統的な個人主義観念が十分に発展・定着してい

ない非西欧社会でどう解いていくのかという点に

おいても、両社会は同じ地平に立っている。第三

に情報化と並行して国家権力の民主化に意識的に

取り組む韓国の状況を通じ、現代国家における個

人情報の保護と権力の民主的統制の関係を考える

手がかりを得られるからである。

1. 個人情報保護iに関する基本的理解

平成16年4月3日受理

1. プライバシー権

 個人情報を指す場合に、秘密やプライバシーと

いう言葉がよく使われる。秘密は他人に知られな

いことで自分に利益がある事実であり、それが保

護される権利がプライバシー権の一部分である。
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個人情報はプライバシーと同じ意味で使われてい

るが、厳格に言えばプライバシーは個人情報とい

う概念だけで覆いきれるものではない。ある個人

の個人情報に対する不適切な接近、収集、分析、

保存はその個人に対する他人の認識と行動に影響

を与えるし、その個人の社会的地位、評価、財産、

安全などにも悪影響を与える。したがって、個人

情報は客体的存在としての保護対象である。一方、

プライバシーの保護対象は個人情報自体であると

いうより個人情報に関する権利であるといえる。

つまり、プライバシーは個人情報に関して情報主

体がその権利を行使し、守ろうとする側面を強調

したものである。韓国における個人情報の問題を

論ずるにあたり、まずこのプライバシー権概念の

検討から着手しよう。

 プライバシー権とは19世紀末にアメリカにおい

て生成された概念であり、1890年にウォーレン

(S. D. Warren)とブランダイス(L. D. Brandies)の

論文“The Right to Privacy”で初めて登場した

とされる。ブランダイスはプライバシー権を「ひ

とりで放っておいてもらう権利j (the right to

be let alone)と定義し、民主主義における最も重

要な自由として憲法に反映すべきであるとの主張

をした。この論文の発表以来独立した権利として

認められ始め、アメリカの判例法上も認められる

ようになった。その根拠は幸福追求権であるとさ
 く  

れる。このように消極的な権利として定義される

古典的プライバシーは20世紀半ば以来、拡張的に

修正され、現在では積極的な権利として定義され

る個人情報の自己コントロール権をあわせもつ概

念と理解されている。この個人情報の自己コント

ロール権はコンピューターや情報通信技術の発達

により個人情報が大量に処理、利用される情報化

社会において定立された権利である。

 情報化社会においてプライバシー権は大きく五

つの意味を持つ。第一に「ひとりで放っておいて

もらう権利」を意味する。これは古典的考え方の

延長線であるが、個人の身体や物理的接近からの

自由だけを意味するものではない。電子メール、

ショートメッセージサービス(SMS)などのよ
  ヴァ チャルな

うな仮想的接近も含まれる。いわばオンオフラ

インからの他人の接近を拒否する権利を持つ。第

二に自分に関する情報が、自分が望んでいない方

式で利用されない権利を意味する。これは本人の

同意なしに個人情報が売買、露出されない権利を

意味する。第三に自分も知らないうちに自分に関

する情報が他人によって収集されない権利を意味

する。CCカメラによるモニタリング、クッキ

ー・ 鴻Oファイルによる記録もこれに該当する。

これは政府や企業が個人情報を収集する時告知義

務を負うことを意味する。第四に自分が正確にま

た正しく表現される権利を意味する。データベー

スに入っている個人情報はその人自体を表すの. 

で、個人の虚像を作らないためにも個人情報の無

欠を維持することは重要なのである。ここから派

生する権利が自己情報に対する接近と決定であ

る。情報主体がデーターベースに入っている自己

情報を閲覧し、修正することで個人情報のエラー

が防止できる。第五に自己情報が持つ価値に対し

て補償される権利を意味する。情報化社会におい

て多くの場合個人情報は財産的あるいは商品的価

値を持つ。個人情報が収集・活用される時、情報

主体にどのような形態であれ適切な補償をしなけ
      
ればならない。

 プライバシーという用語は韓国で私生活と翻訳

される。1980年制定の旧憲法第16条は「すべての

国民は、私生活の秘密及び自由を侵害されない」

と、また1987年制定の現憲法は第17条で「全ての

国民は私生活の秘密と自由を侵害されない」と、

プライバシー権(広義の概念では住居の不可侵、

通信の秘密等をも含む)を規定している。このよ

うに韓国憲法はプライバシー権を人格権の一部門

として認めながら、個人の一般的人格権(第10条

の定める幸福追求権)とは別の自由権で独立して

規定するという特殊な構成を取る。要するに、憲

法第17条の私生活の秘密と自由≦プライバシ. 一
              ゆ
権≦人格権という図式が成立する。

 憲法第17条の「私生活の秘密と自由の保障」

は、私生活の秘密の不可侵、私生活の自由の不可

侵及び自己情報コントロール権をその内容とする
          くの
複合的性格の権利である。私生活の秘密の不可侵

は個人が内緒にしょうとする私的事項や名誉、信

用、そして名前、肖像、経歴、イメージなど、個

人の人格的領域の不可侵を意味する。私生活の自

由の不可侵は、私生活の自由な形成と展開そして

私生活を邪魔されない権利を意味する。自己情報
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コントロール権は、狭義には自己情報の閲覧・訂

正・使用中止・削除等をその内容とするが、広義一

には自己情報を自律的に決定・管理する権利であ

る。私生活の秘密が公権力ある'いは他人に対する

より消極的・防御的性格のものならば、私生活の

自由と自己情報コントロール権は請求権的性格を『

持つより積極的・能動的性格のものであり、知る

権利としての性格も兼ね備える。90年代韓国にお

けるプライバシー理解の進展過程の中でそれを確

認したい。

 まず憲法裁判所ほ刑事確定訴訟記録コピーを拒

否した被請求人(ソウル地方検察庁検事)の行為

に対して，被請求人は請求人が要求したコピーの

具体的内容を確認・検討した上で、その内容の公

開が関係人の基本権を侵害する素地があるかある

いは国家安全保障・秩序維持・公共の福利を侵害

する恐れがない場合、その内容の閲覧・コピーを

許容する措置をとることは憲法第10条が明示する

国家の基本権保障義務を誠実に遂行することであ

るとした。そして、現行実定法に請求人の刑事確

定訴訟記録を閲覧・コピーする権利の明文規定が

ないとの理由でコピーを拒否した行為は、憲法第

21条により保障される知る権利を侵害し、違憲で
                      
あると決定した(憲裁決1991. 5. 13、90憲マ133)。

 ところで個人情報法に関する立法は大別して2，

つの形態に分類される。一つは個人情報保護範囲

を拡大して民間保有情報、政府保有情報、電算以

外の情報までもその規制対象にする場合であり、

もう一つは政府の保有する電算処理の情報だけを

規制対象にする場合である。後者が日本の場合

(1988年行政機関の個人情報保護i法)であり、韓

国はそれをモデルにしたと言われている。すなわ

ち1994年、公共機関の個人情報保護に関する法律

(以下個人情報法。その詳細はHで論じる)を制

定・公布し、自己情報コントロール権を保障した

(もっとも日本では韓国とは違い、国の立法措置

に先行的に各地方自治体は条例で個人情報を保護
                    くの
し、行政機関の個人情報保護法を補完していた)。

同法にいう自己情報コントロール権は具体的に自

己情報閲覧請求権(個人情報法第12条、第13条)、

自己情報訂正請求権(同法第14条)、自己情報使

用中止・削除請求権をその内容とする。その内、

個人情報閲覧請求権は知る権利としての性格をも

ち、情報公開請求権が保障される場合もある。

 憲法レベルの議論に戻ろう。大法院(1998. 7. 

24、96ダ42789)は憲法第17条による私生活の秘

密と自由の保護i範囲を判示している。この事例は、

国軍保安司令部が約1，300人の民間人を視察し(情

報収集、尾行、スパイ、探聞等)、個人身の上資

料綴じ、電算個人カード及び索引カード等を保

管・管理してきた事実の内部暴露を契機に、カン

ドンキュ外144人が大韓民国を相手にし提起した
        くの
損害賠償訴訟である。法廷はその文書の提出を命

令したが被告は応じなかったので、法廷は命令に

応じなかった事情を総合判断して原告主張(個人

情報収集・管理事実)'を真実として認めた。判決

で「憲法第10条は. “全ての国民は人間として尊厳

と価値を持ち、幸福を追求する権利を持つ。国家

は個人が持つ不可侵の基本的人権を確認してこれ

を保障する義務を負う”と規定する。また、憲法

第17条は“すべての国民は私生活の秘密と自由を

侵害されない”と規定してこれらの憲法規定は個

人の私生活活動が他人から侵害されるか私生活が

むやみに公開されない消極的な権利は勿論、高度

に情報化された現代社会で自分に対する情報を自

律的に統制することができる積極的な権利までも

保障しようとするところにその主旨がある」と解

釈し、「被告人傘下国軍司令部が軍と関連したス

パイ収集、特定軍事法廷管轄犯罪捜査等法令に定

められた職務範囲を超えて民間人である原告を対

象にし、日ごろの動向を監視・把握する目的で持

続的に個人の集会・結社に関する活動や私生活に

関する情報を尾行、スパイ活用、探聞採集等の方

法で秘密に収集・管理したとすると、これは憲法

が保障する原告の基本権を侵害するもので不法行

為が構成される」とした。また原告中には公的人
    ノムヒョン            ムンドンファン

物である量器鉱(現大統領)、文庫換(元国会議

員、現牧師)等もおり、国民の知る権利の対象と

して私生活の秘密と自由が一定の範囲内で制限さ

れる場合もあるが、それは公共の利益になるとい

う点でその根拠があるものであり、一般国民の知

る権利と無関係に国家機関が日ごろの動向を監視

する目的で個人情報を秘密に収集した場合は、そ

の対象者が公的人物である理由だけでは免責され

ないとした。             ' 、

 紹介し. た決定・判決は憲法10条あるいは第17条・
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の規定が自己情報コントロール権を保障するとし

たが、これを巡って学説は分かれている。

 第1説は、憲法第17条を自己情報コントロール
                
権の直接的根拠とみなす(多数説)。この説は、

同条項が情報化社会での個人情報侵害の深刻性を

考慮して新しく創設されたものであって、特に
             ラ
1987年憲法が第127条第1項で情報の開発を国家

の任務と規定したこともあって、憲法制定者の意

図が個人情報保護の必要性にあったと見なければ

ならないと主張する。そして自己情報コントロー

ル権を核心要素とする私生活の秘密と自由は、プ

ライバシー権の一人権である同時に、第10条前段

「すべての国民は人間としての尊厳と価値を持ち、

幸福を追求する権利を持つ」と定めた人間の尊厳

性規定、第37条第1項「国民の自由と権利は憲法

に列挙されないという理由で軽視されない」と定

めた列挙されていない権利保護条項とともに、人

格権の根拠規定であると解している。この説の特

色は、自己情報コントロール権が人間の尊厳を確

保するのに必要不可欠な私生活保護の次元で認め

られるということを特に強調している点にある。

 第2説は、第17条の内容を広く解釈する場合、

その他基本権条項を全部包括する基本権になるか

ら、第17条を「私生活をみだりに公開されない自

由」であると狭義に把握し、消極的プライバシー
                く ゆ
の根拠規定としてみなす考え方である。金チョル

ス教授は「われわれの憲法は私生活の秘密と自由

を自由権条項で規定しているので、私生活の秘密

と自由を消極的権利としてみることが妥当であ

る。しかし、私生活の秘密・自由を自由権として

みるとしても、自己の情報をコントロールする権

利を否定するわけではない。しかし、この情報に

対する自己決定権は第17条ではなく、憲法第10条

で保障されているとするのが妥当である」として
 くユ 

いる。

 第3説は、自己情報コントロール権は第17条で

直接的に保護されるとしながらも、第10条の人間
                  くゆ
の尊厳と価値、幸福追求権規定と憲法前文、第4
ロヨエ      く の

条と第8条の自由民主主義的基本秩序規定がこれ
              ラ
を補完するとする考え方である。

 これら各説はその根拠に違いはあるけれども、

プライバシー権・自己情報コントロール権のいず

れも憲法上の権利と捉える点では共通するように

思われる。

 しかし第1説は自己情報コントロール権を私生

活の保護という狭い領域に巻き込んでいるという

点で、第2説はその根拠を人間の尊厳と幸福追求

権に求めることによる個人自立権の伸張という側

面に固定させるという点で、批判がある。第3説

は自己情報コントロール権を個人の私的人格の保

障にとどまらず国家の意思決定と密接な意味を持

つ人格の公的性格を看破している点で一歩進んだ

主張ではあるが、自由な人格の保障が自由民主的

意思決定の正当性を担保するために、自由な人格

の前提で認めるという点を強調するのにとどまる

ことによって、この権利が権力行使の民主性を担

保するのに重要な権力統制的政治的権利としての
               ロの
性格を持つという点を看過している。金鐘鐡教授

のこの批判は、自己情報コントロール権の保障が、

たんに私人の権利を保障するにとどまらず、権力

の民主的統制と密接につながることを指摘した点

で、注目される。

 なお日本国憲法は、韓国憲法第10条の「幸福追

求権」に該当する規定をもちながら、他方で同第

17条の「プライバシー権」に該当する規定を欠く。

そのため、プライバシー権のみならず自己情報コ

ントロール権の根拠についても、必然的に憲法第

13条の「幸福追求権」規定に依拠せざるを得ない

という事情を抱えている。したがって両国の議論

をただちに並べて比較することには慎重さが必要

だろう。

2. 私生活の自由と知る権利の衝突

 すべての国民は自分の領域を持つ自主的人格の

主体である同時に、社会共同体の構成員として他

人と社会生活を形成していく社会的人格の主体で

ある。それゆえ、自分の領域を主張することに一
       
定の限界がある。私生活の秘密・自由も絶対的権

利ではなく、国家安全保障、秩序維持、公共福利

のため必要な場合法律により制限されうる。それ

は知る権利においても同様である。知る権利とは

一般的に、接近できる情報源から意思形成に必要

な情報を収集し、収集した情報を取捨選択する自
    
由を言う。個人にとっては公共機関と社会集団等

に対して情報公開を要求する権利を意味し、言論

機関にとっては公共機関と社会集団等に対して情
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報公開を請求する権利だけでなくそれに対する取

材の自由をも意味する(大法院1999. 9. 21、97

ヌ5114)。韓国では1996年に公共機i関の情報公開

に関する法律が制定され、知る権利が保護されて

いる。このような情報の受領・収集源に対する妨

害排除、情報閲輩請求権をその内容とする知る権

利は、社会の情報化に伴って私生活の秘密・自由

と衝＝突を頻繁に起こしている。私生活の秘密と衝

突する場合、どのように調和させるかという判断

および判断の基準論が重要となるが、それにはい

くつかの説がある。            ・

 第一に権利放棄理論である。一定の事情下で私

生活の秘密と自由を放棄したとみなされる場合、

それに対する権利が消滅するから私生活が公開さ

れても侵害行為にならないという理論である。第

二に公益の理論がある。国民の知る権利の対象に

なる事項は国民に知らされることで公共の利益に

なるという理論である。したがって、公正な解説、

犯罪人の逮捕、公衆保健と安全、犯罪被害者公開

等は私生活の秘密と自由の侵害にならない。第三

に公的人物理論がある。私生活の秘密と自由が侵

害されたと主張する者の社会的地位によって、私

生活の秘密と自由の限界が決定されるべきである
       ロ う
とする理論である。

 判例において、まず大法院は「人格権として個

人の名誉の保護と表現の自由の保障という二つの

法益が衝突した時、その調整をどのようにするべ

きかは、具体的な場合に社会的なさまざまな利益・

を比べて表現の自由から得られる利益・価値と人

格権の保護iによって達成される価値を比較衡量し

てその規制の幅と方法を定めなければならない」

とした(大法院1988. 10. ・ll. 85ダカ29)。憲法

裁判所は「言論媒体の名誉殿損的表現に実定法を

解釈適用する時には、言論の自由と名誉保護とい

う相反する憲法上二つの権利の調整過程に次のよ

うな事情を考慮しなければならない。すなわち、

当該表現による被害者が公的人物であるかそれと

も私人であるか、その表現が公的な関心事案に関

するも∂)であるか単に私的領域に属する事案であ

るか、被害者が当該名誉殿損的表現の危険を招来

したか、その表現が客観的に国民が知るべき公共

性・社会性を取り揃えた事実(知る権利)と、して

世論形成や公開討論に寄与するかなどを総合して、

具体的な表現内容と方式によって相反する二つの

権利を有形的に比較衡量した比例関係を計算して

言論の自由に対する限界設定をする必要がある」

とした(憲裁決1999. 6. 24、97憲マ265)。

 上述した諸説は批判の余地がある。すなわち、

権利放棄理論は本人の意思を無視しており、公益

理論は名誉殿損との区分が困難であり、公的人物

理論は公的人物の私生活の秘密と自由の保障を看
    く の
過している。私見でも、私生活の秘密・自由と知

る権利間の調整はこれらの理論を総合し、具体的

事案により判断することが妥当である。大法廷と

憲法裁判所の判断で採られた両法益の具体的事案

による比較衡量の方法を支持したい。

3. 個人情報の概念

 ではプライバシーとして保護され自己情報コン

トロール権の対象となる個人情報とはどういつだ

情報を指すのか。個人情報侵害問題の深刻性を認

知するため、またその解決策を探るために個人情

報の明確な定義が必要である。

 まず公共部門におけるそれは、1994年の個人情

報法が定義する。同法第2条第2項は「生存する

個人に関する情報として当該情報に含まれている

姓名・住民登録番号などの事項により個人を識別

できる情報(当該情報だけでは特定個人が識別で

きないとしても他の情報と容易に結合して識別で

きるものを含む)」と定義している。しかし同法

第1条で「公共機関のコンピュtターによって処

理される個人情報の保護iのためにその取り扱いに

関して必要な事項を決めることで公共業務の適正

な遂行をはかることと同時に国民の権利と利益を

保護することを目的にする」とあるように、公共

機関の扱う個人情報でコンピューターによって処

理されるものだけを対象にしている限界も指摘さ

れる。

 民間部門を統制する代表的法律である情報通信

網利用促進及び情報保護等に関する法律第2条は

「個人情報とは生存する個人に関する情報であり、

当該情報で含まれている姓名、住民登録番号等の

事項によって当該情報を識別できる符号、文字、

声、音及び映像等の情報(当該情報だけでは特定

個人が識別できないとしても他の情報と容易に結

合して識別できるもの)をいう」と個人情報を定
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義している。これは多様な個人情報認識手段が個

人情報に含まれることとそれら情報のプライバシ

ー概念を明ちかにしている。そこで、輝人情報の

範囲は固定されることなく持続的に拡大していく

と解される。情報化社会の発展はクレジットカー

ド暗証番号、電子メールアドレス、クッキー情報、

DNA情報など新レい個人情報を際限なく作り上

げているからである。また個人情報は個人が保有

する情報だけではなく、信用情報、取引情報、内

面の秘密、心身の状態、社会経歴、経済関係、生

活・家庭・身分関係で分類される各種情報がその

対象になる。個人情報の主体は自然人であり、法

人あるいは死者、失踪宣告等関係法令により死亡

したと扱われる者は個人情報の主体にはなれない。

               センシティヴ
 個人情報の内容は基本データ、敏感な情報、非

常に敏感な情報、無意識的提供情報とで分けられ、

具体的項目は次のとおりである。基本データは、

個人属性情報であって、住所、姓名、. 家族、配偶

者、就学、就職先等である。敏感な情報は、あま

り他人に知られたくない情報であり、個人信用情

報(金融、資産関連)、趣味、身体特徴、学歴、

結婚経歴、性格判断・心理テストの結果等である。

非常に敏感な情報とは、特に他人に知られたくな

い情報であり、病院での診療記録、看護・検査記

録、診療費請求明細書、人種、民族、宗教、思想、

信条、政治的見解、労働組合の加入有無、保健医

療及び性生活等である。無意識的提供情報は意識

的に提供したものではないがマーケティングなど

で活用されるものであり、商品等の購入時期、商
              く り品名、金額、支払方法などがある。

4. 個人情報侵害類型と個人情報保護のための接

 近方法

 個人情報は古典的プライバシー権や個人の秘密

のように完全な隠秘の対象ではないが、一定の統

制下で、情報主体の自己決定権の活用対象となる

個人情報である。そしてその侵害類型は侵害行為

による分類方法により、個人情報の収集、個人情

報の目的以外の二次的利用、個人情報のエラー

(error)、不当なアクセス(improper access)に

分けられる。以下インターネット法律の論壇と情

報通信部発刊『個人情報保護白書』に依拠してま
   く  う

とめよう。

  第一に個人情報の収集である。合法的で正当な

手続による個人情報の収集は何の問題にもならな

い。例えば、情報サービス業者からあるサービス

を受ける目的で、情報主体者である個人が自己情

報を提供することは、正当な手続による場合であ

る。では不適切な個人情報の収集であるが、たと

えばネットワーク管理者の許可を得ずに公共機関

あるいは企業などのコンピューターに侵入して個

人情報を収集する行為、インターネットで繋がっ

ている個人コンピューターに侵入して個人情報を

収集する行為などが、これに該当する。また情報

主体の同意ない収集、個人情報収集の際告知・明

示義務を怠った行為、情報主体の同意撤回・閲覧

あるいは訂正要求に応じないかこれを収集より簡

単にできる措置をとらない行為などが含まれる。

個人情報法は犯罪捜査や裁判に必要な場合、法律

が規定した業務遂行のための場合、当事者の同意

がある場合等を除き、個人情報を外部に提供する

ことや他の目的に利用することができないように

制限している(第10条)。また警察庁保安業務規

定は、身元調べ対象者を公務員任用予定者、秘密

取り扱い認可予定者、. 海外旅行者、国家重要施設

の装備及び資材を管理する者など国家保安上必要

だと認められる場合に制限している。しかしこの

制限にもかかわらず、今もなお個人情報の秘密収

集は公然と行われている。個人情報が公然たる秘

密として部分的に収集されることも個人情報収集

による侵害例である。個人の一部情報を収集し、

リストを作成する行為は個人に対する虚像を作り

出す。企業による新入社員の身元調査、労働組合

での活動経歴などの特定情報に基づいて作. られた

ブラックリスト等がその例である。

 第二に個人情報の収集目的以外の二次的使用で

ある。特定の目的で収集された個人情報が情報主

体の同意なしに他企業に取引され、再利用される

場合がこれに当たる。また、コンピューター、情

報通信技術の発達は各々持っている企業の個人情

報を容易に統合・交換させ、二・三次の個人情報

を生み出し、それが悪利用される場合もある。デ

パートの持つ情報が流出し犯行対象選定に利用さ

れた事例や、医療保険関連情報が選挙に利用され

た事例などがその例である。

 第三に個人情報の止ラーである。個人情報は静
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的情報(static private information)と動的情報

(dynamic personal information)で分けられる。

そのうち、動的情報は時間が経つにつれて変わる

も(わであるが、変わった内容をデーターベースに

反映しなかった場合、個人の虚像が作られるおそ

れがある。エラーのあるデータベースは企業にと

ってデーターベースマーケティングに非効率的影

響を与えるだけではなく、情報主体である個人に

はプライバシー侵害問題が生じる。実際、住民登

録番号の誤った入力により犯罪者と誤解され、警

察に不当な取り調べを受けた事例もある。

 第四に不当なアク. セスである。ハッカー(hacker)

など不当なアクセスは個人情報の流出、変更、破

壊につながる。データーベースから特定個人に関

する情報を不当に取得し、悪意で変更、外部に流

出させた事例や国民年金保険職員が加入者情報を

民間企業に渡した事例がある。

 これらの侵害類型に対して、個人情報を保護す

るためには大別して4つの接近方法があると言わ

れる。第一に立法的規制方法である。政府が直接

介入して、民事・刑事的な処罰により保護する方

法である。国家は社会構成員全体の利益を守る義

務があり、特定の社会的行動は制限することがで・

きるという発想に基づいており、ヨーロッパでと

られる個人情報保護の手法でもある。アメリカは

知識1青倉社会の発展に比重を置くが、伝統的にヨ

ーロッパの国々は個人情報侵害のような情報化の

逆機能を防止することにもっと大きい比重を置く。

 第二に財産権的規制方法である。個人情報に対

する財産権を個人に付与する方法である。財産権

の付与により、個人情報を個人の同意なしに第三

者に販売することは不法行為になる。また、承諾

があった場合でも販売代金の持分に該当する権利

は個人に帰属される。この方法は、プライバシー

侵害に対する適切な補償請求権を可能にし、適切

な水準の個人情報の流通を維持させるとの見解で

ある。しかしこの方法は実際上、いくつかの問題

点がある。財産権の行使のため、自分の情報がど

こへ流出し流通しているのかのモニタリングが必

要である。だがそれは決して容易ではなく相当な

費用もかかり、財産権行使から得られる利益より

多額の費用がかかってしまい、財産権の行使を諦

めたほうが利益かもしれないからである。また個

人情報という財産は家族関係、社会関係などで共

同財産権に対する一部の持分としての形態が多い

が、共同財産権の行使は容易ではなく、その持分

も大きくないはずであるかちその行使には限界が

ある。

 第三に自由放任的市場機能による方法である。

言葉どおり、市場機能に任せておく方法である。

個人のプライバシーを侵害した企業のイメージが

『悪くなれば、結局個入情報保護の消極的な企業は、

市場から退出させられるという前提に基づく。し

かし例えば中古自動車の場合、買う側は売る側よ

り自動車について多くの情報を持つであろう。そ

うすると中古車を高く売ろうとする販売側より情

報の少ない消費者は、品質に比べて割高で買う確

率が高くなる。その結果、消費者は中古車を信頼

しなくなる。問題のないいい中古車はいい値段を

得られないので市場に出なくなり、問題のある中

古車だけが市場に出るようになる。それが市場崩

壊に繋がるのである。この方法は市場の失敗につ

ながらないように企業が個人情報政策を実際に遵

守しているかモニタリングが必要だが、情報の非
      く 
対称性の下では費用も時間もかかる。

 第四に自律規制方法である。アメリカを中心と

して進められでいる方法であり、企業あるいは業

界自ら個人情報保護措置をとるよう誘導するもの

である。自律規制が自由放任と異なる点は企業自

ら個人に個人情報侵害問題を簡単で効果的な方法

により解決することを保障する点にある。つまり、

市場の失敗原因を除去して、個人情報保護措置を

とらない企業は市場から退出されるようにするこ

とで企業自ら費用と努力をかけて個人情報措置を

とるよう誘導するという点にその差がある。企業

は不満を調査する手段を提供し、個人がどのよう

'な方法でシステムへ接近できるかを知らせなくて

はならない。企業等は相当の費用や努力を払わな

ければならないが、企業イメージ向上による便益

を勘案すると相対的にその費用は少ないと考えら
 く 
れる。

5. 小括

 個人情報保護のための諸方法を4で述べた。ど

の方法がよいか結論を急ぐ前に、人々が自己情報

に対する認識を深めることの重要性を強調したい。
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公共機関や企業に何気なく提供した自己情報がど

う使われているのか、情報化社会において個人情

報がどれほどの価値をもつかを認識できれば、情

報の悪用・誤用はある程度事前に予防できる。ま

た自己情報の価値に対する十分な認識は、諸説が

強調する自己情報コントロール権行使の定着にも

寄与するであろう。これは韓日両社会に共通する

課題でもある。

 そのうえで、法はどういつだ基本スタンスをと

るべきであろうか。韓国は個人情報保護に関して、

公共部門と民間部門を区分して適用する法体系を

取る。だが政府が民間部門をいちいち監視し規律

することは、民主的市場論理にも合わず無理な点

が多いのではないか。なぜなら政府による法的規

制方式は、急速に変化する情報化社会に迅速に対

応できず、いきつくところ頻繁な法改正問題をも

たらすはずである。また無国境的環境下で移転す

る個人情報に対応して、各国の個人情報保護関連

規制を調整することの困難さが、立法のコストを

増加させるであろう。したがって民間部門におい

ては法的規制方法ではなく、自律規制による個人

情報保護を原則とすべきではないかと思われる。

 もっともこれでは強制的手段を欠き、個人情報

の保護水準は法的規制をとった場合と比べて劣る

危険がある。自律規制成功の鍵は、前述したよう

に自己情報に対する価値の認識、あるいは人々の

権利意識の高揚である。自己情報に対する価値の

無知は、企業をして市場から退出させないからで

ある。

 一方、公共部門に関しては立法的規制の強化が

妥当ではないだろうか。それは公共部門における

個人情報は財産、金融、信用、医療関係の信頼性

のあるとされる敏感な情報が多く、その情報の流

出は個人に精神的、財産的、社会的に莫大な被害

をもたらすからである。また公共機関の有する情

報を政府が管理することは、ことの性質上、民間

部門の場合より容易であり、また政府の必要性に

より収集される個人情報を政府が管理することは

当然でもあるからである。したがって、法的規制

による関連公務員の処罰規定の強化、個人情報保

護措置の強化などが望ましいと考えられる。

1］1. 個人情報保護i法の概容

 前述したように韓国の個人情報保護は、公共部

門と民間部門を総括する一般法を設けるかわりに、

公共部門と民間部門を区分して規律する法体系を

とる。公共部門分は行政自治部の「公共機関の個

人情報保護iに関する法律」が、民間部門は情報通

信部の「情報通信網利用促進と情報保護に関する

法律」が主に規律するが、そのほか「通信秘密保

護法」 「信用情報の利用及び保護に関する法律」

「金融実名取引及び秘密保護に関する法律」 「電

気通信事業法」等があり、各部分別に個人情報保

護規定が散在する(図1参照)。もちろん、サイ

バー空間での人権侵害行為が刑法上の個別犯罪構
                 く らう
成要件を満たす場合は刑法で規律される。また民

間部門では、強制規範以外にも業界が自発的に個

人情報を保護するよう支援する個人情報マーク制

度(後述)が導入されている(図2参照)。

    〈図1＞韓国の個人情報関連法令

立法年度 立法名称

1983年 電気通信基本法、電気通信事業法

1986年 電算網普及拡張と利用促進に関する法律(99、2000改正)

1989年 電波法改正(61年制定)

1991年 貿易業務自動化に関する法律

1993年
通信秘密保護法、金融実名取引及び秘密保障に関する緊急

熕ｭ経済命令

1994年
公共機関の個人情報保護に関する法律、情報通信設備に関する

ﾀ全信頼性基準、工業及びエネルギー・基盤造成に関する法律

1995年 コンピューター犯罪対応規定に関する刑法改正

1997年
金融実名取引及び秘密保障に関する法律、公共機関の情報

�J法

1999年 情報通信網利用促進等に関する法律(制定)

2000年
情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律(制定)

﨣�ﾊ信網基盤造成法(制定)

出典:鄭英和『電子商取引法』雨蓋出版社、320頁より

    く図2＞韓国の個人情報関連法律体系

          憲法

公共部門

公共機関の個人情報保護

  に関する法律

電子政府具現のための行政業務

等の電子化促進に関する法律

住民登録法、戸籍法、道路交通法

自動車管理法令、国税基本法、

  預金者保護法

分
嫉

区
璃

特別法

民間部門

情報通信網利用促進及び情報保護に関する法律

信用情報利用及び保護に関する法律・

 保健業法令、医療法、

 電子取引法基本法、

電子商取引等での消費者保護

  に関する法律

 救急医療に関する法律

国家人権委員会法、電子署名法、情報化促進基本法、情報通信基盤保護法、

薬師法、社会保障基本法、保健医療基本法、精神保健法、通信秘密保護法、

金融実名取引及び秘密保障に関する法律等

出典:高月和『電子政府とプライバシー保護』討論文29頁より
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1. 『公共機関の個人情報保護に関する法律(個人

 情報法)

 公共部門における個人情報保護法の要請に関し

ては行政電算網の構築と密接な関係がある。1983

年政府は行政、金融、教育研究、公安等において、

国家機関電算網事業を進め始めたが、それが個人

情報保護iの強化の必要性を台頭させた。政府によ

り進められてきた電算網事業と電算化作業は公共

機関でのコンピューターによる個人情報の処理作

業を拡大させる一方、地域間、機関間の情報流通

体制を確立させた。このような行政部門の電算化
  く の

は民願処理期間の短縮、居住地中心の民願処理か

ら全国的な民願処理へとその便宜性が向上され、

効率的な行政運用が可能となり、情報処理の幅と

深さが大幅に拡張された。

 しかしこのような便宜性と裏腹に、個人情報の

不当使用、'無断流出、乱用等による個人の私生活

の侵害が問題となり始めた。当時、個別法令(住

民登録法、国家公務員法等)の宣言的処罰を中心

とした法令体系はこのような逆機能を効率的に予

防し、対処することに限界があった。このような

実情に対し、1989年2月国際人権擁i護i連盟韓国連

盟の法制定申立てを皮切りに言論機関、関連団体

からの要請が相次いで起き、政府は1994. 1. 17

法律第4734号「公共機関の個人情報保護に関する

法律」 (個人情報法)を制定した。その後1999年

には、個人情報利用及び提供要件の強化、本人閲
                   く 
覧制限事由緩和等を内容とする改正があった。

 (1)主要構城内容(本文5章25条、附則)

 第1章 総  則

 目的、定義、適用範囲、他の法律との関係

 第2章個人情報の収集及び処理

 個人情報の収集、個人情報ファイルの保有、事

 前通報、個人情報ファイルの広告、個人情報フ

 ァイル台帳作成、個人情報の安全性確保、処理

 情報の利用及び提供の制限、個人情報取扱人の

 義務

 第3章. 処理情報の閲覧及び訂正

 処理情報の閲覧、処理情報の閲覧制限、処理情

 報の制限、不服請求、代理請求

 第4章補  則
 手数料等、資料提出の要求等、意見提示及び勧

 告、個人情報審議委員会、政府投資機関等の指

導・監督、公共機関以外の個人あるいは団体の

個人情報保護

第5章 罰  則

罰則、両罰規定、罰則適用に関しての公務員擬制

(2)目的及び適用範囲

 この法律は公共機関のコンピューターによっ

て処理される個人情報の保護のため、その取扱

に関して必要な事項を決めることで公共業務の

適正な遂行をはかるとともに国民の権利と利益

を保護するこどを目的とする(第1条)。この

法律の適用対象は公共機関である。第2条2項

によれば、ここで公共機関とは国家行政機関、

地方自治団体その他公共団体中大統領令が定め

る機関をいう。この法律の保護対象は公共機関

の保有する個人情報であり、個人情報とは生存

する個人に関する情報として、当該情報に含ま

れている姓名、住民登録番号などの事項によっ

て当該個人を識別することのできる情報をいう

(第2条)。但し、法人あるいは団体の情報、死

者に関する情報(遺族との関係で一定期間保護

対象になれると解される)、他の法律に特別な

規定がある場合、統計法により収集ざれる個人

情報と国家安全保障と関連して情報分析を目的

で収集あるいは提供要請される個人情報の場合

はこの法律の適用対象から除かれる(第3条)。

現在、個人情報に関して特別な規定を設けてい

'る他の法律として金融実名制法、公職五倫理法、

医療保険法、住民登録法などがあり、これらの

法との衝突を防ぐために第3条の規定が設けら

れていると考えられる。

(3)個人情報収集・管理

 公共機関による個人情報収集は、最小限の範

囲内での収集を原則とする。まず第4条におい

て、公共機関の長は思想・信条等個人の基本的

人権を著しく侵害する恐れのある個人情報を収

集してはならないと規定している。このような

規定を設けた理由は、個人の基本的人権を侵害

する恐れのある情報は収集段階から制限すると

いう予防的処方のためである。しかし、このよ

うな個人情報の収集も情報主体め同意があるか、

他の法律に収集対象として明示されている場合

は可能である(第4条)。

 第5条は公共機関の個人情報保有範囲を必要
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な範囲内と限定している。個人情報保有の必要

性判断は一次的に公共機関の長が決定し、二次

的にはファイル保有の事前通報を受けた行政自

治部長官、関係中央行政機関長等の監督機関が

決定する。監督機関は必要な範囲を超えている

と判断される場合、第19、20条により、意見提

示及び勧告などの是正措置をとる。それによっ

て、過多な保有を防止することができる。また

個人情報ファイルを保有している長は新規ファ

イルの保有、変更、廃止等の場合、行政自治部

長官にあらかじめ通報し、各機関別に散在して

いる個人情報現況を把握し、これを公告しなけ

ればならない(第6条、7条)。このような公告

は行政自治部長官が年1回官報に掲載すること

になっているが、それによって、個人の情報が

どの機関で処理されているのかを知らせ、国民

の閲覧、訂正請求の機会を与えている(第7条)。

第8条は、個人情報保有機関長は個人情報台帳

を作成し、一般人が閲覧するようにしている。

 第9条においては、個人情報の流出、盗難、

紛失、変造、殿損を防止するよう、安全性確保

条項を設けている。第10条は、他機関における

処理情報の利用及び提供を制限している。但し、

情報主体の同意、他法律の定める所管業務の遂

行、情報主体の明白な利益がある場合、犯罪捜

査と控訴の提起及び維持に必要な場合、法廷の

裁判業務を遂行するために必要であると判断さ

れる場合はその例外として制限されない。

(4)個人の権利保障

 第12条1項は、公共機関が保有する個人情報

の本人による閲覧請求権を認め、また同条2項

は請求があった場合に、第13条が定める閲覧制

限事由に該当しない限り、情報保有機関の長が

それを本人に閲覧させる義務を負うことを定め

ている。制限事由としては、①租税徴収、教育

等の分野において、情報を閲覧させることで

「当該業務の遂行に重大な支障を招く場合」お

よび②「個人の生命・身体を害する恐れがあっ

たり、個人の財産とその他の利益を不当に侵害

する恐れがある場合」があげられている。

 また第14条1項は、本人による処理情報の訂

正請求権を認め、また同条2項は請求があった

場合に、情報保有機関の長が、遅滞なく調査し

必要な措置をした後、その結果を請求人に通知

する義務を負うことを定めている。

 第15条は、閲覧および訂正請求に対して行政

機関の長のとった処分、不作為、によって権利

利益の侵害が生じた場合の、行政不服審判請求

権を認めている。

 これら条項は、自己情報コントロール権を認

めた部分でもある。またそれ以外にも抹消、漏

洩、不当目的使用者、不正閲覧については第23

条～25条において罰則規定を設けている。

(5)指導監督体系(図3参照)

(a)個人情報保護審議委員会

 個人情報保護委員会は国務総理所属機関であ

り、行政自治部次官を委員長とする(第20条)。

委員会は個人情報保護に関する政策及び制度改

善に関する事項、処理情報の利用及び提供に対

する公共機関間の意見調整に関する事項、その

他大統領令が定める事項を扱う審議機関である

(第20条1、2、3・項)。委員は学界、言論界、

法曹界、関連団体及び関係部所公務員(行政自

治部、法務部、情報通信部、国家情報院)等、

9名であり、委員長の推薦で国務総理が任命・

委嘱し、その任期は2年である(施行令第27条)。

(b)行政自治部長官

 行政自治部長官は公共機関の長に対して個人

情報処理に関する資料の提出を要求する権限と

所属公務員に対して実務調査を命じる権限を持

つ(第18条)。また公共機関の長に個人情報保

護に関して意見を提示、勧告する権限をも持つ

(第19条)。資料提出要求の対象機関は個人情報

保護を保有する全ての公共機関であり、その期

間は30日以内である。実態調査対象は個人情報

保護制度運営に関する全般事項である。意見提

示及び勧告は違法・不当な法運営で、私生活の

侵害あるいはその恐れがある場合である。

(c)中央行政機関の長

 中央行政機関の長は中央行政機関傘下公共機

関に対する資料提出要求、実態調査、一般監督

行使権を持つ(第21条)。また個人情報保護に

必要な場合には個人・団体に対しても勧告権を

持つ(施行令第26条)。
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〈図3＞公共機関の個人情報保護体系

個人情報保護審議委員会

@ (国務総理所属)

政策、制渡改善

�､機関間意見調整

1
一
一

  行政自治部

i情報化総括担当官室)

個人情報ファイル広告

@  実態調査

1
意見提示及び勧告

〈図4＞民間部門の個人情報保護体系

中央行政機関

指導二二

自治団体 その他公共機関の長

意見提示及び勧告

政府投資機関等 個人・団体
不服申立て、

権益侵害

行政審判

出典:行政自治部『公共機関の個人情報保護制度の理解と解説』8頁より

2. 民間部門の個人情報法制(情報通信網利用促

 進等に関する法律)

 憲法第17条は公権力に対して直接効力を持つが、

私人との関係においては間接効力を持つにとどま

るので、民法の不法行為、刑法の名誉殿損等によ

る解決に頼らざるをえない。したがって、私人間

の個人情報侵害が急増する情報化社会において、

民間部門を規律する法律の存在は必要不可欠であ

る。

 現在、インターネット上で個人情報保護を規律

する代表的な法律は「情報通信網利用促進及び情

報保護等に関する法律」である(以下情報通信網
 ラ

法)。この法律は民間部門の個人情報保護におい・

て一般法的性格をもつ。民間部門に適用される法

律は各分野別、つまり、電子取引'、電子署名、信

用取引、証券取引などその適用範囲を限定したも

のが存在するが、それらは情報通信網法に優先し

て適用される特別法の地位をもち、該当法律の規

定が不備な場合は情報通信網法が補充的に適用さ

れる・(図4参照)。

                       
 情報通信網法はOECDの個人情報保護i8原則

を受容すると共にEUの個人情報保護指針を考慮

し、1999年制定、2000年1月1日に施行されたが、

2001年12月31日に一部改正が行われ、2002年7月

1日から施行されている。

   情報通信部

i利用者の個人情報保護)

情報保護企画課

﨣�?p保護課

﨣�ﾛ護産業課

1
個人情報紛争調停委員会

@  (15名以内)

案件事前検討  小委員会

i5～7人以内)

韓国情報保護娯院

@委員会事務局

1紛争調停に対する事難訓

1
「 個人情報侵害申告センター 1 苦情処理相談、教育広報

趨站yび支援、対策研究

出典:行政自治部『公共機関の個人情報保護制度の理解と解説』9頁より

(1)情報通信網利用促進等に関する法律の主要

 構成内容(本文9章67条、附則)

第1章  総 則

目的、定義、他の法律:との関係、情報通信網利

用促進等に関する施策講究

第2章 情報通信網の利用促進

第3章 電子文書仲介者を通じた電子文書活用

第4章 個人情報の保護

 第1節・個人情報の収集

 個人情報の収集、個人情報の収集制限等、

 第2節 個人情報の利用及び提供

 個人情報の利用及び提供等、個人情報処理の

 委託、営業譲受等の通知、個人情報管理責任

 者の指定、個人情報の保護措置、個人情報の

 破棄

 第3節 利用者の権利

 利用者の権利等、法定代理人の権利、損害賠

 償、

 第4節 個人情報紛争調停委員会

 個人情報紛争調停委員会の設置及び構成、委

 員の身分保障、委員の除斥・忌避・回避、紛

 争の調停、資料要請等、調停の効力、調停の

 拒否及び中止、調停手続

第5章 情報通信網での青少年保護等

第6章 情報通信網の安定性確保

第7章 国際協力

国際協力、個人情報関連国際契約の制限

第8章 補  則
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資料提出等、権限の委任・委託、秘密維持等、・

情報通信サービス提供者以外の者に対する準

用、韓国情報通信産業協会、罰則適用における

公務員擬i制

第9章 罰  則

罰則、両罰規定、過料

(2)目的及び適用対象

 この法律は情報通信網利用を促進し、情報通

信サービスを利用する者の個人情報を保護する

と共に情報通信網を健全・安全に利用する環境

を造成することによって国民生活の向上と公共

福利の増進に報ずることを目的とする(第1

条)。

 適用対象は情報通信サービス提供者(電気通

信法第2条第1項第1号による電気通信事業者

と営利目的で電気通信役務を利用し情報を提供

・媒介する者)、情報通信サービス提供者により

個人情報を提供された者、個人情報の収集・管

理を委託された者(第58条)、ホテル、旅行社、

塾・教習所等情報通信サービス提供者以外の者

を適用対象とし(以上は観光振興虚妄3条1項

の規定によるオフライン事業者であり、施行令

第28条により準用される)、スパムメール防止

規定は営利目的の広告性情報を伝送する全ての

国民を適用対象としている。

 この法律で保護される個人情報は紙、ディス

ケット、コンピューター、インターネット等、

個人情報が流通される方法とは無関係に全て適

用される。

(3)個人情報の収集

 情報通信サービス提供者は利用者の個人情報

を収集する場合、利用者の同意を得なければな

らない(利用者同意の原則、第22条)。但し、

情報通信サービス利用契約の履行に必要な場合、

情報通信サービス提供による料金精算のために

必要な場合、この法律あるいは他の法律に特別

な規定がある場合はそうではない(第22条但書)。

また、収集に対する同意を受けようとす、る場合

にはあらかじめ個人情報管理責任者の姓名・所

属部署・職位及び電話番号その他連絡先、収集

目的及び利用目的などを告知するか約款に明示

することを義務化している(第22条2項、OE

CD個人情報保護指針の目的明確化原則、公開

の原則)。

 情報通信サービス提供者は情報通信サービス

の提供に必要な最小限の情報を収集しなければ

ならず、必要最小限の情報以外の個人情報を個

人が提供しないという理由でサービス提供を拒

否してはならない(必要最小限の収集原則、第

23条)。同条は思想・信念・過去の病歴等個人

の権利・利益及び私生活を顕著に侵害する恐れ

のある個人情報の収集をも禁止している(第23

条)。但し、利用者の同意があるか他の法律に

収集上個人情報が明示されている場合はそうで

はない(第23条1項但書)。この条項はEUの

個人情報保護指針にいう敏感な情報の収集禁止

とOECD個人情報保護指針の収集制限の原則

と同趣旨で設けられている。

(4)個人情報利用及び利用提供と個人情報管理

 責任者

 情報通信サービス提供者は当該利用者の同意

がある場合、情報通信サービスの提供による料

金精算のために必要な場合、統計作成・学術研

究または市場調査のために必要な場合として特

定個人を見知ることができない形態で加工して

提供する場合、他の法律に特別な規定がある場

合を除き、個人情報の収集当時告知した範囲ま

たは情報通信サービス利用約款に明示した範囲

を越して利用するか第三者に提供してはならな

い(第24条第1項)。また、情報通信サービス

提供者から利用者の個人情報を提供された者は

当該利用者の同意があるか他の法律に特別な規

定がある場合を除き個人情報を提供された目的

外の用途でこれを利用するか第三者に提供して

はならない(第24条第2項)。

 個人情報サービス提供者は個人情報管理責任

者を指定し、利用者の個人情報を取り扱う者を

最小限で制限しなければならない(第24条第3

項、第27条第1項)。そこで個人情報を取り扱

う最小限の者は、利用者を直接相手にしてマー

ケティング業務を遂行する者、個人情報管理責

任者等個人情報管理業務を遂行する者、その他

業務上個人情報の取扱が不可避な者であると定

められている(指針第10条)。個人情報管理責

任者は利用者の個人情報を取り扱う際、紛失・

盗難・漏出・変造・殿損されないよう安全性確
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保に必要な技術的・管理的措置を講究しなけれ

ばならない(第28条)。また、個人情報の収集

目的あるいは提供目的を達成した場合には当該

個人情報を破棄するよう規定している(第29条)。

利用者の個人情報を扱うか扱った者は職務上知

ることのできる個人情報を棄損・侵害または漏

らしてはならない(第24条第4項)。これを違

反した場合は5年以下の懲役あるいは5千万ウ

ォン以下の罰金に処される。付け加えて、第54

条において情報通信サービス提供者が個人情報

保護規定に違反する事項を内容とする国際契約

を締結することを禁止し、国家間個人情報の収

集. ・利用などにおいても国際基準が受容された

情報通信網法規定を守ることを規定している。

(5)個人情報処理の委託

 情報通信サービス提供者等が他人に利用者の

個人情報の収集・取扱・管理などを委託する場

合には書面、電子メール、電話、ホームページ

を通じて予めその事実を利用者に告知しなけれ

ばならない(第25条第1項〉。委託された者も

委託により個人情報を収集する際には予め委託

された事実を当該情報主体に告知しなければな

らない(指針第12条第4項)。第25条1項の規

定によって情報通信サービス提供者等から個人

情報の処理の委託を受けた者は当該業務と関連

して発生した損害賠償責任に限り情報通信サー

ビス提供者等の所属職員とみなされる(第25譜

第2項)。こり規定は民法第756条の使用者責任

規定が適用されることを定めた部分である。し

たがって、委託者である情報通信サービス提供

者が選任・監督上の過失がないことを立証すれ

ば免責される。しかし、まだ免責を認めた判例

はないこ・ともあって、事実上無過失責任を負っ，

       く 
ていると解される。

(6)営業の譲受等の通知

 情報通信サービス提供者等が営業の全部また

幽は一部を譲渡するか合併・相続などでその権利

・義務を移転する場合、営業の全部またはし部

の譲渡、合併または相続等の事実と情報通信サ

ービス提供者等の権利・義務を承継した者の姓

名(法人である場合法人の名称)、住所、電話

番号その他連絡先をインタネットホームページ

に最小30日以上掲示するか、情報通信サービス

利用者に対して書面、電子メールその他の方法

でその旨を通知しなければならない(第26条第

1項、施行令第11条第1項)。

 情報通信サービス提供者等から営業の全部ま

たは一部を譲り受けているか合併・相続などで

情報通信サービス提供者等の権利・義務を承継

した者も情報通信サービス提供者等の権利・義

務を承継した事実及び該当の情報通信サービス

提供者等の姓名、個人情報管理責任者の姓名・

所属部所・地位及び電話番号その他連絡先、個

人情報の利用目的、個人情報収集・利用及び提

供に関する同意撤回、個人情報の閲覧あるいは

訂正要求など利用者の権利・及び行使方法、個

人情報項目、個人情報保有期間及び利用期間な

どに関する事項を上述した方法により利用者に

通知しなければならない(第26条第2項)。

 情報通信サー・ビス提供者が営業譲受・譲渡・

合併の時、利用者に個人情報移転事項の事前同

意を得ることは現実的に事業者の大きな負担に

なり、そのため、これらの場合、利用者に対す

る事前同意ではなく、通知を義務化するだけに

している。これは個人情報の第三者移転時の同

意規定の例外として認められている部分である。

(7)利用者の権利

 利用者は個人情報の収集・利用及び提供にお

いていつでも同意を撤回することができる(第

30条第1項)。自己情報に対する閲覧を要求し、

エラーがある場合はその訂正をも要求すること

ができる(第30条第2項)。また、第30条第3項

・4項の規定により、利用者の同意撤回、閲覧、

訂正要求があった場合は遅滞なく必要な措置を

講究しなければならない。エラーの訂正を要求

された場合は訂正するまで当該個人情報を提供

あるいは利用してはならない(第30条第5項)。

満14歳未満の児童からの個人情報収集・利用の

場合、法定代理人の同意を得ることを規定して

いる(第31条)。加えて、個人情報保護規定違反

で損害があった場合、立証責任は情報通信サー

ビス提供者にあり、その立証責任が転換すると

規定している(第32条)。

(8)'個人情報紛争調停委員会

 個人情報に関する紛争を調停する機関であり

(第33条)、訴訟外的紛争解決機関(ADR)に
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該当する。委員会は委員長1人を含め15人以内

の委員で構城されその内1人は常任にする(第

33条2項)。委員は大学や公認された研究機関

で助教授以上またはそれに相当する職にあるか

あった者として個人情報保護関連分野を専攻し

た者、4級以上の公務員またはそれに相当する

公共機関の職にあるかあった者として個人情報

保護業務に関する経験がある者、判事・検事ま

たは弁護士の資格がある者、情報通信サービス

利用者団体の役員の職にあるかあった者、情報

通信サービス提供者または情報通信サービス提

供者団体に役員の職にあるかあった者で構成さ

れる(第33条第3項各号)。委員は情報通信部

長官が任命あるいは委嘱し、任期は3年である

(第33条第4項、第5項)。

 紛争調停対象は個人情報に関する全ての紛争

である。その具体的類型を見てみると①事業者

が利用者の同意なしに個人情報を収集、②個人

情報を特性人が盗用、侵害、殿損、③情報主体

の同意ない第三者への個人情報提供、④事業者

の過多な個人情報要求、⑤加入したサイトで会

員脱退ができない、⑥事業者の個人情報閲覧、

訂正要求に不応、⑦紛争相手の過多あるいは過

少な補償、賠償要求により発生した紛争などが
 く 
ある。

 個人情報侵害の被害者は誰でも調停を申請す

ることが可能であり、利用者のみならず、事業

者もそれを行うことができる。委員会は調停に

先立って両当事者間の合意を勧告する。合意勧

告により合意が成立すると事件は終了するが、

合意が成立しなかった場合、調停手続が開始さ

れる。調停手続が進行すると当事者の意見聴取、

証拠収集、専門家の意見聴取など必要な手続を

取って60日以内に双方に適当な調停案を提示し、

受入を勧告する。この場合、事件の申請者や相

手は委員会の会議に参加して自分の意見を開陳

することができる。調停手続進行中、円満な合

意が成り立つなどの事由によって調停が必要で

なくなった場合、申請者は調停申込を撤回する

ことができる(第36条2項)。

 個人情報紛争調停委員会の調停を通じて下さ

れた決定に対して」調停決定日から15日以内に

その当事者は受諾可否を通報しなければならな

い(第38条2項)。当事者が受諾し、調停書に

記名捺印した場合は調停が成立する(第38条第

4項)。この場合、第38条第4項により、両当事

者間には調停書と同一な内容の合意(民事上の

和解契約)が成立されたとみる。

 紛争調停委員会は紛争の性質上、紛争調停委

員会で調停することが適当ではないと認めるか

不正な目的で申請されたと認められる場合には、

調停を拒否することができる。この場合調停拒

否の事由などを申請者に知らせなければならな

い(第39条)。紛争調停委員会は申請された調

停事件に対する処理手続の進行中、一方当事者

が訴を申し立てた時には、その調停の処理を中

止してこれを当事者に知らせなければならない

(第39条第2項)。

(9)韓国情報保護振興院

 政府投資機関であり、公法上の財団である。

健全な情報通信秩序の確立及び情報の安全な流

通のために情報保護に必要な政策、制度及び技

術を研究開発することで情報化促進に尽くすこ

とをその任務としている。個人情報保護のため

振興院内に個人情報侵害申告センターを運営し
    
ている。

働 個人情報侵害申告センター

 個人情報申告センターは情報通信網法上の個

人情報保護規定が履行されているかを監視し、

技術的諮問その他の支援、個人情報侵害に関連

した苦情処理及び相談、個人情報侵害と関連対

策研究、個人情報侵害防止のための教育及び広

報、その他上の業務に付随される事業等を遂行

する(施行令第26条)。

 個人情報申告センターには誰でも個人情報が

侵害された場合申告することができる。また、，

個人情報に関連した事項等の相談を受けること

もできる。受理された事項は情報通信部調査計

画により当事者を調査し、法規違反可否を決定

する。違反事項の程度によっては過料賦課及び

捜査が依頼され、その措置結果を申告者に通報
 く 
する。

3. 個人情報保護マーク制度

 インターネットを通じる電子商取引の利用が広

がる一方で、個人情報の侵害、無断流出、売買な
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ど被害事例も増加している。したがって、インタ

ーネット利用者の個人情報を致果的に保護し、安

心してオンライン取引ができる信頼基盤構築が必

要になった。その必要性に応じて、インターネッ

トサイトの個人情報保護政策及び管理水準を綜合

的で客観的に評価して一定基準を満たした場合、

個人情報保護優秀サイト認証マーク(ePRIVACY

マーク)を付与する制度を取り入れた。合せて、

ePRIVACYマーク取得業社が海外でも個人情報保

護優秀サイトで認証受けることができるようにす

るために2002年2月には日本経済産業性傘下日本

情報処理開発協会のプライバシーマークと国際相
              く 
互認定のためのMOUを締結した。

 申込対象はインターネットサイトを通じて個人

情報を収集、取扱、管理する国内事業者及び一般

人(団体)であるが、申込日3ケ月以内に個人情

報関連法律違反で過料賦課及び刑事処罰を受けた

事業者(運営者)は対象から除かれる。

 認証基準は情報通信網利用促進及び情報保護等

に関する法律、個人情報保護指針、個人情報保護

指針、韓国情報通信産業協会インターネットサイ

ト安全マーク審査基準を根拠に、7分野59項目

(必須17項目)で構成される。審査分野は個人情

報の収集に関する措置、個人情報の利用及び管理、

利用者の権利、公開及び責任、満14歳未満の児童

に関する特別措置、利用者権利救済等である。

 マーク付与の期待効果として、個人情報不法取

引及び侵害などインターネット利用者の不安要素

を予防して電子商取引が促進され、民間の自律的

な個人情報保護管理体系の定着でe-Business信頼

文化が定着し、海外マークと相互認定を結ぶこと'

で国内事業者の海外利用者の拡充及び市場進出の
             く 
支援が進むこと等が挙げられる。

4兜韓国における個人情報保護i法の課題. 

 以上、韓国における個人情報保護現況を公共部

門と民間部門に分けて述べた。以下は公共部門と

民間部門におけるいくつかの課題を提示する。

 まず公共部門における問題は、第一にコンピュ

ーターによって処理される個人情報だけを保護し
         く 
た(第1条)点である。これは行政側の便宜性だ

けを考慮しだ規定ではないだろうか。手記情報を

保護するには、行政庁の負担も大きいであろう。

しかし手記データも一般に保護価値が否定される

ものではなく、また多くの国は手記データを保護
      く 
対象としている。

 第二に例外条項による法適用限界の克服である。

第6条と第10条がその例である6第6条は公共機

関の長が個人情報ファイルを保有しようとする時、

行政自治部長官に事前に通報しなければならない

ことを定めている。しかし例外として国家の安全、

外交、犯罪捜査、その他国家の利益に関連する場

合などを定めている。処理情報の利用及び提供の

制限を定めている第10条においても、個人情報の

保有目的以外の利用と提供を制限していながら、・

第6条と同様の例外規定を設けている。公共機関

の都合により個人情報保護の原則に逆らう機会を

与えた規定であるとの感がする部分であり、その

改善が求めれる。

 第三に個人情報保護i審議委員会制度の改善であ

る。個人情報審議委員会は最近5年間で1回しか

会議を行っていないなど単純審議機構にすぎない
        う
とV｝う批判もある。そのため、このような委員会

を監督する独立した監督機構を設置するか個人情

報審議委員会の機能を強化することが必要である。

公共部門の個人情報保護審議委員会や民間部門の

個人情報紛争調停委員会などは各々国務総理、情

報通信部に所属し、侵害処理の公平性に劣るとさ
   く 
れている。また公共部門の個人情報保護体系は図

3で見たとおり、権益侵害による行政審判以前の

救済手段が空白で、救済手続が不十分である。

 民間部門においては・第一に法適用の複雑性の

改善である。情報通信網法は民間部門における一

般法的役割を期待して制定されたが、各部門別に

法律が散在し、法適用に複雑性をもつ。個人情報

の侵害形態は医療、信用情報など複合的になりこ

とが多い。散在する関連規定を統合する必要性の
       く の
声も上がっている。第二に自律規制活性化のため

の努力である。個人情報マーク制度はよく活用さ

れれば個人情報侵害を事前に防げる一歩前進した

制度であるが、実際マーク取得業者はあまりにも

少ない。その活用のため、より活発な広報活動が

必要であろう。第三に適用範囲を拡大する必要性

がある。現行法はオフライン事業者の場合、ホテ

ル、旅行者、塾・教習所を施行令第28条により準

用してその対象とするが、それ以外は情報保護の
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                   (41)
死角地帯である。その拡大が要求される。第四に

調停制度の改善である。個人情報紛争調停委員会

は資料提出要求権及び施政要求権の権限がなく、

紛争の実質的解決には難関が多い。また調停案に

記名捺印したときに合意が成立したとみると規定

されている(第38条)が、調停が成立してもそれ

は当事者の約定の効力に過ぎなく、その執行のた

めには訴訟が必要とされる問題がある。したがっ

て、調停には当該紛争に関する裁判上の和解の効
                  く  ラ
カを認めたほうがいいとの意見もある。

5. 小括

 4では韓国における個人情報保護法の課題をい

くつか挙げたが、それ以外にも課題や問題は数多

く残っている。韓国の個人情報保護法は情報化促

進という政府の目標と個人情報侵害問題の調和の

過程から生じた法律であり、個人情報そのもの、

あるいはプライバシー保護だけを考慮して定めら

れたものではないからであろう。個人情報が行政

側の効率性、企業の利益と対等あるいは優越した

地位を得るためには、社会全般にわたって、個人

情報保護の重要性についての認識の広まりが必要

なのである。他方、個人情報を利用する側にも相

応の責任が求められる。さらに法制定と改正に先

立って、政府には社会全般の個人情報に対する認

識向上のための持続的教育・広報活動が要求され

る。

 現在、上記諸委員会は行政部の一部になってい

る。しかし国家による情報の収集・監視情報の非

対称性は、権力の肥大化という危険につながる。

権力分立・基本的人権の保障を害する要因を監視

し、統制する役割を果たすためには、国家から独

立性をもつ監督機関の設立が不可欠であると考え

られる。

 国家の個人情報過多収集による権力集中・監視

問題は以下「m. 電子住民カード」 「IV. 教育行

政情報システム」のパートで論ずることにする。

(未完)
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